
議
第
百
五
十
八
号

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
定
款
の
変
更
に
つ
い
て

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政

法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
定
款
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
定
款
の
変
更

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
定
款
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

「

「

共
同
住
宅

共
同
住
宅
（
令
和

自
転
車
置
場

自
転
車
置
場

物
置

物
置
（
令
和
六
年

を

別
表
二
の
表
中

プ
ロ
パ
ン
庫

プ
ロ
パ
ン
庫
（
令

共
同
住
宅

共
同
住
宅
（
令
和

自
転
車
置
場
・
物
置

自
転
車
置
場
・
物

」

六
年
四
月
二
十
三
日
除
却
）

四
月
二
十
三
日
除
却
）

に
改
め
る
。

和
六
年
四
月
二
十
三
日
除
却
）
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六
年
四
月
二
十
三
日
除
却
）

置
（
令
和
六
年
四
月
二
十
三
日
除
却
）

」

附

則

こ
の
定
款
の
変
更
は
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


